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（趣旨） 

第１条 この細則は，大分大学再入学規程（平成２４年規程第１９号。以下「再入学規程」とい

う。）第１１条及び大分大学大学院福祉健康科学研究科規程（令和２年福祉健康科学研究科設置

準備室規程第１ｋ号）第１７条第２項の規定により，大分大学大学院福祉健康科学研究科（以

下「本研究科」という。）における再入学の取扱いに関し必要な事項を定める。 

 

 （出願可能期間） 

第２条 再入学は，退学又は除籍後から起算して５年以内に限り志願できる。 

 

（再入学出願手続） 

第３条 再入学を志願する者は，再入学規程第３条第１項に規定する再入学の願い出に係る所定

の様式のほか，本研究科が必要と認めた書類を提出しなければならない。 

 

 （再入学の審査） 

第４条 再入学の審査は，福祉健康科学研究科審査委員会（以下「審査委員会」という。）におい

て，提出書類及び面接等を総合して行う。 

２ 審査委員会は，次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

 （１） 研究科長 

（２） 研究科長が必要と認める者 

 

 （再入学の決定） 

第５条 再入学は，前条の審査委員会の審査に基づき，研究科委員会の議を経て学長が決定する。 

 

 （既修得単位の認定，修業年限及び在学期間） 

第６条 再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに修業年限及び

在学すべき年数等については，審査委員会による審査の上，研究科委員会の議を経て決定する。 

 

（雑則） 

第７条 この細則に定めるもののほか，再入学の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この細則は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 


